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給食対応が必要のない方（注１）に向けての 

食物アレルギーシステム「つばさ」導入に関してのご案内 
 

 向寒の候、保護者の皆様にはご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は、本校の教育活動にご理解、ご協

力をいただき厚くお礼申しあげます。 

さて「食物アレルギーシステムの導入に関するお知らせ」のとおり、大阪市では令和８年度から食物アレル

ギー申請の一部を電子システム化することとなりました。学校給食で提供されない食材であっても、アレル

ギーまたはそれに類似する反応が出る場合は、アプリでの申請が必要になります。 

南田辺小学校といたしましては、該当児童の保護者の方に１２月中にアプリをダウンロード、アカウ

ント登録をしていただき、令和７年度アレルギー申請のテスト入力にご協力をお願いしていま

す。早めのご対応をお願いいたします。 

なお、令和８年度アレルギー申請につきましては、２月２７日（金）までに受診いただき、主治

医が作成する「学校生活管理指導表」をもとに、アプリ上でおこなっていただくことになります。（「学

校生活管理指導表」と「食物アレルギー調査表」の書面での提出は引き続き必要です。） 

アプリのダウンロード、アカウント登録や内容について、ご不明な点がございましたら、学期末懇談会の際

に給食担当者がご説明させていただくことも可能です。今後も引き続き、安心・安全な給食の実施に努めて

まいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申しあげます。 

（注１：キウイ、生卵など給食で提供されない食材のアレルギーをもっている児童） 
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